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確認すべき主な事項（事前分析表）

背景・課題について

１
施策目標の実現に向けて、どのような課題があるかを過不足なく記載できているか。

（注１） 課題の分析に漏れがあると、その後に続く、達成目標の設定が不十分となる可能性あり。

達成目標について

２ 課題に対応した達成目標を設定できているか。

３
施策目標の実現に向け、適切にブレイクダウンできているか、抽象的なものとなっていないか。

（注２） 達成目標に含まれる内容が多すぎる場合は、適宜分割をすることも要検討。

測定指標、参考指標について

４ 達成目標の進捗度合いを測定する指標として、合理的な指標が設定されているか（達成目標と測定指標の関係性は明確か）。

５

測定指標はアウトプットとアウトカムの双方が設定されているか。

（注３） 最終的なアウトカムだけでなく、アウトプットと直接的な関係性のある短期的なアウトカムや、最終的なアウトカムを実現するための中
期的なアウトカムを設定することが望ましい。

６ 測定指標のうち「主要な指標」とそれ以外の指標が区分されているか。また、「主要な指標」とする理由は明確で、適切に選定されているか。

７ 当該年度の目標値が記載されているか。

８ 目標値は過年度実績や最終目標年度の目標値を踏まえ、適切な水準に設定されているか。

９ 目標値を設定することは困難だが、実績値を経年的に把握することで、評価の参考となる情報について、参考指標として設定されているか。

達成手段について

１０ 測定指標と関連する達成手段数が０となっていないか。

１１ 達成目標と関連する達成手段が多数になっているなど、達成目標と達成手段との関係が複雑な構造となっていないか。 （注２）参照
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現状（背景）

課 題

達成目標

困難な問題を抱える女性に対し、適切な支援が提供される体制を整備する。

【測定指標】太字・下線が主要な指標

１ 女性相談支援員の配置数（アウトプット）   

２ 女性相談支援センター及び女性相談支援員による来所相談件数（アウトプット）

３ 民間団体支援強化・推進事業の実施自治体数（アウトプット）

・ 支援団体等の地域資源も乏しく、行政及び民間のいずれの支援体制も十分とはいえない
（「困難な問題を抱える若年女性の包括的な支援に関する調査研究報告書」（令和４年３月）より）。

・ 女性相談支援員が受け付けた相談延べ件数は、H15年度の18万件から年々増加し、R４年度には43万件となっており、相談支援等を必要とする者の
増加が深刻化している。

・ また、女性相談支援センター及び女性相談支援員への相談内容についても、夫等からの暴力（44.6％）のほか、離婚問題など暴力以外の家族問題
（23.6％）や、経済関係（6.7％）、妊娠・出産等を含む医療関係（4.5％）など多岐にわたっており、複雑化している。

・ そのため、女性支援事業の現場等からは、増加する相談件数や複雑化する相談内容に対応するため、女性相談支援員等の人材確保や、民間の支
援団体の育成及び連携が必要といった要望・指摘がなされている。

・ さらに、こうした現状を踏まえ、R４年５月19日には、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（R４年法律第52号）（議員立法）が第208回通常
国会において可決・成立し、R６年４月１日から施行された。
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【概要】令和７年度事前分析表（案）（施策目標Ⅶ-１-４）
基本目標Ⅶ： ナショナル・ミニマムを保障し、社会変化に対応した福祉サービスを提供するとともに、自立した生活の実現や安心の確保等を

 図ること

施策大目標１： 地域住民の様々なニーズに対して、地域の関係機関が連携して、必要な福祉サービスや支援を包括的に提供しつつ、
 地域の多様な主体の参加・協働を促し、地域共生社会を実現すること

施策目標４： 困難な問題を抱える女性への更なる支援体制の充実を図ること



■目的・基本理念
＝「女性の福祉」「人権の尊重や擁護」「男女平等」といった視点を明確に規定。

※現行の売春防止法では、「売春をなすおそれのある女子に対する補導処分・保護更生」が目的。

■国・地方公共団体の責務
＝困難な問題を抱える女性への支援に必要な施
策を講じる責務を明記。

■国の「基本方針」
※厚生労働大臣告示で、困難な
問題を抱える女性支援のため
の施策内容等

■都道府県基本計画等

⇒施策の実施内容

女性相談支援センター
（旧名：婦人相談所）

女性相談支援員
（旧名：婦人相談員）

女性自立支援施設
（旧名：婦人保護施設）

民間だあ

■支援対象者の意向を勘案。訪問、巡回、居場所
の提供、インターネットの活用等による支援
⇒官民連携・アウトリーチできめ細やかな支援

■支援調整会議（自治体）

⇒関係機関、民間団体で支援内
容を協議する場。連携・協働し
た支援

民間団体との「協働」による支援

■教育・啓発 ■調査研究の推進

■人材の確保 ■民間団体援助

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（議員立法）のポイント

■国・自治体による支弁・負担・補助 民間団体に対する補助規定創設

■女性をめぐる課題は生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など複雑化、多様化、複合化。コロナ禍によりこうした課題が
顕在化し、「孤独・孤立対策」といった視点も含め、新たな女性支援強化が喫緊の課題。

■こうした中、困難な問題を抱える女性支援の根拠法を「売春をなすおそれのある女子の保護更生」を目的とする売春防止法から脱
却させ、先駆的な女性支援を実践する「民間団体との協働」といった視点も取り入れた新たな支援の枠組みを構築。

売春防止法

第１章 総則
（主な規定）
第１条 目的
第２条 定義
第３条 売春の禁止

第２章 刑事処分
（主な罰則）
第５条 勧誘等
第６条 周旋等
第11条   場所の提供
第12条    売春をさせる業

第３章 補導処分
（主な規定）
第17条 補導処分
第18条 補導処分の期間
第22条 収容

第４章 保護更生
（主な規定）
第34条 婦人相談所
第35条 婦人相談員
第36条 婦人保護施設
第38条 都道府県及び市の支弁
第40条 国の負担及び補助

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（新法）（令和６年４月１日施行）

存
続

廃止
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女性支援事業の概要

本人の立場に寄り添って相談に応じ、様々な機関と連携・協力して、一人一人のニーズに応じて包括的な支援を実施

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性

女性相談支援員
[全国1,595人]

・女性相談支援センターや
福祉事務所等に配置

・相談・専門的技術に基づ
く援助等を実施

一時保護所 [各都道府県１か所]
・女性相談支援センターに併設
・民間シェルター、老人福祉施設、障害者

支援施設等への一時保護委託。
・中長期的な支援が必要な場合、女性自立

支援施設への入所措置決定

女性自立支援施設
[39都道府県、47か所]

・生活支援、心理的ケア、
自立支援を実施

福祉事務所・市町村
生活保護、生活困窮者自立支援、母子生活支援施設入所、保育所入所、子育て短期支援事業、
ひとり親家庭等日常生活援助事業、児童扶養手当の支給 等

自

立

民間シェルター
母子生活支援施設 等

母子家庭等就業・自立支援センター：職業相談、就業支援講習会の開催、就業情報の提供等

ハローワーク：マザーズハローワーク等における子育て女性等への就職支援サービスの提供

児童相談所：心理的虐待等を受けた子どもへの心理的ケア、子育て相談等

関
係
機
関
等

女性相談支援センター [49か所] ※ 配偶者暴力相談支援センターとしての位置づけあり

・各都道府県 １か所（徳島県のみ３か所）
・相談・カウンセリング・情報提供を実施

連
携
・
協
力

11,827 11,828 10,591 9,281 8,977

67,743 69,213 71,289
65,998 68,419

79,570 81,041 81,880
75,279 77,396

H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度

女性相談支援員
女性相談支援センター

女
性
支
援
の
現
状

● 女性相談支援センター及び女性相談員による来所相談人数 ● 女性相談支援センター及び女性相談員による来所相談の内容

女性相談支援セン
ター及び女性相談
員において、毎年

８万人前後の来

所相談に対応

女性相談支援セン
ター及び女性相談員
が対応する来所相談
の約５割は暴力被害

であるが、女性の
抱える問題は
様々

夫等からの暴力
34,514人
（44.6％）

その他の人間関係
2,993人（3.9％）

住居問題・帰住先なし
 3,549人（4.6％）

医療関係（精神、妊娠・出産を含む）
 3,488人（4.5％）

男女・性の問題
750人（1.0％）

暴力以外の

家族親族の問題

（離婚問題を含む）

18,241人

（23.6％）

経済関係5,197人（6.7％）

交際相手等からの暴力
1,467人（1.9％）

子・親・親族からの暴力
7,197人（9.3％）

（令和５年４月１日現在）
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○女性相談支援員が受け付けた相談延べ件数（来所相談及び電話相談等）は、年々増加している。

○ ＤＶ防止法全面施行の平成１４年度（１７４，７０４件）と比較すると、令和４年度の相談延べ件数は、
約２．４９倍の伸びとなっている。

183,313 
191,825 

204,420 
229,803 

243,901 
255,614 266,611 

277,717 

301,072 

327,502 

357,903 
367,457 

383,111 386,104 
377,837

394,684
407,942 

433,250 
437,113 

434,285 
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H15年度H16年度H17年度H18年度H19年度H20年度H21年度H22年度H23年度H24年度H25年度H26年度H27年度H28年度H29年度H30年度R元年度R2年度R3年度R4年度

女性相談支援員による相談の状況（延べ件数）

（厚生労働省女性支援室調べ）
※ 婦人相談所に配置された婦人相談員を除く。

6※ 数値は旧婦人相談員によるもの



○女性相談支援員は、都道府県及び市から委嘱され、夫等からの暴力を始めとした女性の様々
な相談に対応している。

○女性相談支援員の員数は毎年少しずつ増加していたが、令和３年度から横ばい傾向にある。

（単位：人）
都道府県市

女性相談支援員の推移

令和5年４月１日現在
（厚生労働省女性支援室調べ）

582 598 633 672 754 782 833 877 933 981 1,018 1,029 1,064 1,120 1,133 1,149

436 444 441 468
463 453 462 471

482 466 482 483 469 
474 446 446

H20年度H21年度H22年度H23年度H24年度H25年度H26年度H27年度H28年度H29年度H30年度R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

1,595

1,018 1,042 1,074
1,140

1,217 1,235 1,295
1,348

1,4151,447
1,500 1,512 1,533

1,594 1,579

※ 数値は旧婦人相談員によるもの 7
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○  女性相談支援員による来所相談人数は、平成22年度以降横ばい傾向にある。一方で、女性相談
支援センターにおける来所相談人数は、平成15年度から減少傾向にある。

20,049 19,332 18,434 17,971 17,781 17,974 16,082 15,328 15,493 15,059 14,115 13,300 12,588 11,910 11,827 11,828 10,591 9,281 8,977

51,021 53,726 56,943 59,470 61,847
65,540 69,701

65,208
68,485 69,985 69,914 70,576

66,835 66,450 67,743 69,213 71,289

65,998 68,419

71,070 73,058
75,377

77,441
79,628

83,514
85,783

80,536
83,978 85,044 84,029 83,876

79,423 78,360 79,570
81,041 81,880

75,279
77,396

H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度

（実人数）

女性相談支援センター及び女性相談支援員による
来所相談人数の推移

（厚生労働省女性支援室調べ）

女性相談支援員女性相談支援センター

※ 数値は旧婦人相談所及び旧婦人相談員によるもの
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【事業実施自治体数】令和４年度：１自治体
令和５年度：３自治体
令和６年度：８自治体

３  実施主体等

２  事業の概要・スキーム

１  事業の目的

民間団体支援強化・推進事業【令和４年度創設】

○ 様々な困難を抱え女性に対する多様な相談対応や自立に向けた支援を各地域で行えるよう、支援を担う民間団体の育成等を図る。

（１）民間団体支援推進事業
困難な問題を抱える女性への支援を行っているＮＰＯ法人等の民間団体の調査を行うとともに、外部有識者等を含めた会議体を設け、

民間支援団体を掘り起こすための検討を行う。

（２）民間団体育成事業
都道府県等が、困難な問題を抱える女性への支援を担うことができる民間団体を育成するため、民間団体へのアドバイザーの派遣や、

先駆的な取組を実施している民間団体での実地訓練、その他民間団体の育成に資する取組を行う。

（３）民間団体立上げ支援事業
困難な問題を抱える女性への支援として、民間団体が行う相談対応や自立支援の取組に対する立ち上げ支援を行う。

【実施主体】 都道府県・市町村（特別区含む）
【補助率】 国１／２、都道府県・市町村（特別区含む） １／２
【補助単価案】１自治体当たり 年額最大 11,345千円

＜事業イメージ＞
民間団体

＜実施主体＞

都道府県・市区町村

➀民間団体支援推進事業

・民間団体の調査
・有識者を含む会議を開催し、民間支援団体
の掘り起こしに向けた検討を行う

地域における相談対応、
自立支援の実施

民間団体の育成・強化

民間団体の掘り起こし

②民間団体育成事業

・アドバイザーを派遣
・実地訓練を実施

③民間団体立ち上げ支援事業

・自治体が行う民間団体の支援に必要な費用
を補助

令和７年度当初予算案 困難な問題を抱える女性支援推進等事業 24億円の内数（26億円の内数）※（）内は前年度当初予算額

社会・援護局総務課
女性支援室（内線4584）
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困難な問題を抱える女性支援推進等事業費について

＜Ｒ7年度当初予算案における主な拡充事項＞

・ 官民協働等女性支援事業の創設
・ 女性相談支援員や女性相談支援センター、女性自立支援施設の職員へのスーパービジョンの体制整備
・ 女性自立支援施設通所型支援モデル事業の拡充（賃借料加算の拡充）

体制構築・広報啓発等
困難な問題を抱える女性への支援体制構築事業
・基本計画の策定支援、専門職採用活動 等

1

1 ２

３

困難な問題を抱える女性支援に関する啓発活動事業
・本庁又は女性相談支援センターにおける広報活動を実施

７

一時保護・施設入所等
一時保護所入所者個別対応強化事業
・一時保護所において個別対応職員を配置

３

1 ２

５

困難な問題を抱える女性支援連携強化事業
・関係機関により構成される支援調整会議の設置・運営

民間団体支援体制強化・推進事業
・民間団体の掘り起こし・育成等

４

５ 配偶者からの暴力被害女性保護支援ネットワーク事業
・ＤＶ被害者及び同伴家族の保護支援に必要な連携体制を構築

女性相談支援センター等職員への専門研修事業
・女性相談支援センターの職員等を対象とした研修実施

相談支援等

休日夜間電話相談事業
・女性相談支援センターにおいて夜間・休日の電話相談を実施

２

1
２ 女性相談支援センターＳＮＳ等相談支援事業

・女性相談支援センターにおけるＳＮＳを活用した相談支援を実施

６ 専門通訳要請研修事業
・人身取引被害者への支援に必要な通訳者を養成

法的対応機能強化事業
・女性相談支援センターにおいて法的対応のための弁護士を配置

３

【令和7年度当初予算案 24億円（26億円）※括弧内は前年度当初予算額】

ＤＶ対応・児童虐待対応連携強化事業
・女性相談支援センターに児童相談所と連携を図るための職員を配置

４

女性相談支援員活動強化事業【拡充】
・女性相談支援員（非正規）の手当等の支給、スーパーバイズの実施

５

同伴児童学習・通学支援事業
・一時保護所において学習指導員を配置。

通学のための同行支援を実施

ＤＶ被害者等自立生活援助事業
・民間団体を活用し、ＤＶ被害等女性の一時的な居場所を提供

女性自立支援施設通所型支援モデル事業【拡充】
・女性自立支援施設の専門性を生かした通所型支援を実施 女性自立支援施設入所者の地域生活移行支援事業

・女性自立支援施設の入所者に対し、
退所前の地域生活体験を実施

３

４

アフターケア４

1 女性自立支援施設退所者自立生活援助事業
・女性自立支援施設において、施設退所者のアフターケアを実施

１ 困難な問題を抱える女性への支援に関するプラットフォーム構築等事業

国事業５

８ 女性相談支援センター等職員へのスーパービジョン整備事業【拡充】
・有識者や職員ＯＢ等がスーパーバイズを実施

官民協働等女性支援事業【新規】

・公的機関と民間団体が密接に連携しながら、アウトリーチ支援や一時的な

居場所の提供、生活習慣

を改善するために一定期

間居住する場所の提供、

地域に定着するためのア

フターケアなど切れ目の

ない支援を実施

６

令和6年度補正予算において別途予算措置：2.0億円
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事務費

女性保護事業費負担金・女性自立支援事業費補助金

令和７年度当初予算案 27億円（26億円） ※（）内は前年度当初予算額

○ 女性相談支援センターが、ＤＶ被害者やストーカー被害者、人身取引被害者、家族関係の破綻や生活の困窮等、社会生活を営むうえで
困難な問題を抱える女性を対象に一時保護を実施する場合に必要となる費用（女性保護事業費負担金）や、女性自立支援施設において、
支援対象者の自立に向けて、中長期的に心身の健康の回復を図りつつ、生活を支援する際に必要となる費用（女性自立支援事業費補助
金）として、都道府県等が支弁した経費に対し、国が負担・補助を行うもの。

＜女性保護事業費負担金＞ 定員20名、地域区分20/100の場合のイメージ

事務費
事業費

各種取組等に応じた加算

・支援員加算
・夜間警備体制強化加算
・入所者処遇特別加算
・心理療法担当職員加算

・学習支援費加算
・同伴児童対応支援員雇上費加算
・一時保護委託費
・人身取引被害者等対応支援加算 等

施設事務費

１施設あたり年額
60,720千円

＜女性自立支援事業費補助金＞ 定員20名、地域区分20/100の場合のイメージ

・一般生活費
・期末一時扶助費
・被服費加算
・妊産婦加算
・母子加算
・人身取引被害者医療費
・就職活動支援費
・資格取得加算
・就職支度費
・第三者評価受審費

・一般生活費
・期末一時扶助費
・被服費加算
・同伴児童学習支援事業
・同伴児童通学支援事業
・入学支度資金 等

・補習費

困難な問題を抱える女性分 同伴児童分
各種取組等に応じた加算

・支援員加算
・夜間警備体制強化加算
・入所者処遇特別加算
・心理療法担当職員加算
・学習支援費加算

・同伴児童対応支援員雇上費加算
・人身取引被害者対応支援加算
・施設機能強化推進費
・精神科医雇上費
・民間施設給与等改善費

・民間団体支援専門員加算
・連携強化のための心理療法担当職員  等

女性保護事業費負担金 ：（実施主体）都道府県・女性相談支援センターを設置している指定都市
（補助率） 国 5/10、都道府県・指定都市 5/10

女性自立支援事業費補助金：（実施主体）都道府県

（補助率）  国 5/10、都道府県 5/10

女性保護事業費負担金（旧 婦人保護事業費負担金) ：昭和31年度創設
女性自立支援事業費補助金（旧 婦人保護事業費補助金)：昭和22年度創設

事業費

施設事務費

１施設あたり年額
60,720千円

・一般生活費
・期末一時扶助費
・被服費加算
・妊産婦加算
・母子加算

・一般生活費
・期末一時扶助費
・被服費加算
・同伴児童学習支援事業
・同伴児童通学支援事業 等

同伴児童分困難な問題を抱える女性分

社会・援護局総務課女性支援室（内線4586）

就職支援等の充実

１  事業の目的

２  事業の概要・スキーム

３  実施主体等

乳児同伴1名の場合の
１世帯あたり月額

151,580円
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３  実施主体等

２  事業の概要・スキーム

１  事業の目的

女性相談支援センター運営費負担金【平成14年度創設】

令和７年度当初予算案 16百万円（16百万円）※（）内は前年度当初予算額

（実施主体） 都道府県・女性相談支援センターを設置している指定都市
（補 助 率） 国５／１０（都道府県・女性相談支援センターを設置している指定都市５／１０）

○ 女性相談支援センターが行う困難な問題を抱える女性の移送や、外国籍を有するＤＶ被害者・人身取引被害者等の保護に係る通訳
の雇上等に必要な費用として、都道府県が支弁した経費に対し、国が負担するもの。

（１）女性相談支援センター活動費
  女性相談支援センターから困難な問題を抱える女性を女性自立支援施設、病院等へ移送する際の旅費及び連絡・調整等に要する役務費

（２）外国人女性緊急一時保護経費
外国人のＤＶ被害者や人身取引被害者等を保護した際の通訳雇上費や在留資格の手続等で出入国在留管理局等を訪問する際の旅費。また、人

身取引被害者については、基本的に他法他制度の利用ができない場合の医療費を支給する。

 （３）広域措置費
ＤＶ被害者において暴力加害者の追跡が激しく、自都道府県内では利用者の安全確保が図れないと判断される場合等に、他の都道府県の女性相談

支援センター及び女性自立支援施設等を利用することが有効かつ適切と見込まれる場合の移送費。

（４）相談・一時保護同伴児童経費
ＤＶ被害者等に同伴する児童のための保育及び学習教材備品等を整備し、相談及び一時保護の環境を整える。

※ 女性相談支援センターの人件費については、昭和60年度より一般財源化している。
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